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（１） 学校部活動地域展開の背景

（２） 三田市のこれまでの取組

１ 三田市の学校部活動地域展開の概要

■少子化による生徒数・教職員数の減少
■複数顧問制が維持できず、運営が難しい
■学校単位での活動の存続が難しい
■やりたい活動が通学する学校にはない
■教職員の負担軽減及び生徒と向き合う時間の確保

学校部活動における課題

地域移行（地域展開）

・学校を含めた地域で育てる
・将来にわたり、活動機会の確保

・国の基本方針(R4.12)
（ガイドライン） 新たな地域クラブ活動

■多様なスポーツ・文化芸術活動が可能
■生徒の活動機会を確保
■専門性を有した指導
■地域社会の活性化、多世代交流
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（３） 学校部活動地域展開基本方針（R6.9）

（４） 地域クラブ活動設置の取組

１ 三田市の学校部活動地域移行の概要

設置の進め方
■三田市スポーツ協会・文化協会を中心に設置

・協会説明会開催(R6.10.29) ⇒ 協会意向確認(R6.12完了) ⇒ ﾋｱﾘﾝｸﾞ・調整 ⇒ 設置
■各種目協会での設置が難しい種目は、公募により設置

・R7.1から種目限定して公募を実施

■地域クラブへの兼職兼業を希望する教職員のマッチング
・兼職兼業ガイドラインの作成、教職員への説明会を開催（R7.1.23・24の2回開催）

■市による人材公募・マッチング支援
]

■保護者説明会の開催（R6.11.18〜12.9に計10回開催）

■設置及び運営ついてのガイドライン、手引きの策定
設置（移行）時期 令和７年８月頃、令和８年８月頃の２期に分けて設置（本格実施）

※試行実施を経て本格実施し移行完了 ※文化・芸術分野は随時設置 ２

≪運営団体≫

≪人材支援≫

≪保護者・生徒への情報周知≫

≪ガイドライン等の整備≫



（４） 地域クラブ設置のロードマップ ※文化・芸術分野については随時設置
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※本ロードマップはR7.1.20時点の予定であり、今後、国の動向等を踏まえながら、推進するうえで変更となる場合がある。

※R8.4から学校部活動は、平日のみ
学校部活動 ※大会参加 平日のみ

※地域クラブが休日のみの場合、
平日のみ学校部活動を継続
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（１） 設置目的

（２） 運営団体
■スポーツ分野⇒三田市スポーツ協会を中心に設置
■文化芸術分野⇒三田市文化協会を中心に設置

（３） 活動種目
■既存の学校部活動種目 ⇒ 原則地域クラブを設置（※種目によっては地域クラブが設置できない場合もある。）

■新たに希望する種目 ⇒ 生徒ニーズ調査によりニーズの高い種目は地域クラブの設置を検討する。
※1  アンケート実施（対象：小学5年生〜中学2年生の保護者・生徒 実施期間：R6.9.26〜10.4）
※2  ニーズの高い新たな種目・・・ダンス、料理、eスポーツ、バドミントンなど

（４） 地域の考え方
■中学校区ではなく市内全域を１地域 ⇒ できる限り市内８中学校を４つのブロックに分けて設置を進める。

（八景・上野台、けやき台・⻑坂、ゆりのき台・藍、狭間・富士）
※市内に１クラブの設置になる場合もある。

（５） 地域クラブ参加対象
■市内中学生（※市外からの参加もある） ※技術または実技経験や技量等に関わらず、誰もが参加できるクラブとする。

 生徒たちが生涯にわたって多様なスポーツ・文化芸術活動に取り組む機会を確保する。
 地域を基盤とした社会教育として地域クラブを推進することで生徒の心身の健全育成を図る。
 教職員の負担を軽減することで、生徒に向き合う時間の確保と地域と連携した教育活動の質の向上を図る。

(※1) (※2)

２ 三田市の地域クラブ活動について（市ガイドラインより）

４

学校部活動名 設置状況 学校部活動名 設置状況 学校部活動名 設置状況
剣道 設置済（協会） ソフトテニス 吹奏楽
バスケットボール 卓球 美術
サッカー 水泳 文化創造
バレーボール ソフトボール 家庭
野球 科学技術
柔道 ≪協会設置済、設置予定の新たな種目≫
陸上  【設置済み】  空手道

 【設置調整中】 少林寺拳法・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ・ﾓﾙｯｸ

公募等を検討

公募中
設置調整中
（協会）

設置調整中
（協会等）

協会設置が
難しい種目 公募により設置



（６） 会費の設定と適切な会計処理
■地域クラブに参加するための費用は、国が示す地域移行の方向性を踏まえ、原則受益者負担
■会費については、可能な限り低廉な会費を設定
■保護者等へ情報開示し、組織運営の透明性を確保した公正かつ適正な会計処理

（７） 活動日・活動時間・休養日
■活 動 日：できる限り平日及び休日両方（※『平日１日、休日１日』や『休日１日』の活動も想定される。）
■活動時間：⻑くとも平日は２時間程度、休日は３時間程度

※平日の活動開始時間が18：00〜もしくは19：00〜などが想定される。
■休 養 日：週当たり２日以上の休養日を設定、平日・休日ともに少なくとも１日以上休養日を設定

（８） 活動場所・設備
■学校施設及び市内公共施設 ※活動場所への移動は、保護者送迎等各参加者で移動

（９） 地域クラブ運営等

■保険の加入
■指導者の複数人体制
■活動中の急な天候の変化、予測される
危険性に配慮した安全な活動

■熱中症に対する予防に徹底した活動

安全に配慮した活動
■定期考査や学校行事を考慮するなど、

生徒のその時々の体調に応じた無理の
ない活動内容及び柔軟な指導

生徒の健康管理に配慮した活動
■市による指導者研修会等の受講

■あらゆるハラスメント等の根絶を徹底
した指導

■生徒の安全・健康面に配慮した指導

適切な指導の徹底

■地域クラブが主体となって、保護者・
学校と適切に連携しながら責任をもっ
て問題を解決

■事故発生時の対応手順等の確認及び
応急手当の確実な実践

事故・生徒指導に係る問題への対応
■生徒の活動の成果発表の場として、

中学校体育連盟をはじめとする各種
大会への参加

■大会等生徒の活動成果発表の場の提供

大会への参加
■生徒の活動状況、スケジュール等の共

通理解を図り連携

■生徒の望ましい成⻑を保障する観点
から、適切に学校へ情報提供、
連携しながら活動

学校との適切な連携

５



（１） 各協会設置の地域クラブの状況（R7.2.6時点）

・まずは、既存部活動種目である『吹奏楽部』と
『美術部』の設置を重点的に取り組む

・その他種目は、生徒ニーズ等を見ながら、必要な
種目について順次設置に向け調整する。

取組の方向性

〜R6 R7 R8
剣道 ○ 平日の活動について調整中
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ○
サッカー ○
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ○
軟式野球 ○
柔道 ○
陸上 ○ これからヒアリングを実施
空手道連盟 ○
少林寺拳法協会 ○
ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 ○
ﾓﾙｯｸ協会 ○

な
い
種
目

現
学
校
部
活
動
に

第1回ヒアリングを実施
左記の内容を踏まえ、調整・課題整理中

設置時期・クラブ数
ｽﾎﾟｰﾂ協会意向内容(R6.12.19時点)

現状

第1回ヒアリングを実施
左記の内容を踏まえ、調整・課題整理中

種目

あ
る
種
目

現
学
校
部
活
動
に

スポーツ分野

文化・芸術分野

・吹奏楽部 令和7年度の設置を目指し調整中
・美術部 美術協会と面談を実施

令和7年度に体験会を実施し、
令和8年度設置を目指し調整中

現状

３ 地域クラブの設置状況について

６

※上記は意向の内容であり、今後協会とのヒアリングなどを経て最終決定する。



協会設置が難しい種目について運営団体等を公募し、地域クラブの設置を促進する。
なお、公募については設置状況等を考慮しながら実施する。（R8.8までに2〜3回程度実施）

１回目は、種目を限定して公募。(既存部活動種目の確実な設置、ニーズが高い種目の設置に重点的に取り組むため)
２回目以降は、状況をみながら種目等を広げて実施する。

（１）募集期間 令和７年１月６日〜２月７日 （５）スケジュール
（２）募集内容

地域クラブを設置し、運営及び指導する団体・事業者等
※三田市スポーツ協会、文化協会除く

（３）募集種目
【既存部活動種目】ｿﾌﾄﾃﾆｽ・卓球・水泳・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ
【新 た な 種目】ﾀﾞﾝｽ・料理・eｽﾎﾟｰﾂ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・書道

※あわせて、上記以外の種目で設置を検討している団体・
事業者等へ希望調査を実施

（４）応募資格（募集要領一部抜粋）
下記すべてを満たす法人または団体等

①市ガイドラインを遵守し、中学生の健全育成の
観点を踏まえクラブを設置し運営・指導できること

②三田市内で活動ができること
③〜⑥ 省略（※募集要領参照）
⑦営利を目的とした活動ではないこと

① 公募実施目的

② 実施概要

実施要領の公表開始

説明会の参加申込期日

審査及び運営団体の決定

説明会の開催

応募書類提出期限

ヒアリングの実施

地域クラブ設置一覧
保護者へ周知

令和7年1月1日(水)

令和7年1月16日(木)

令和7年 1月20日(月)

令和7年2月7日(金)

令和7年 2月10日(月)
〜28日(金)

令和7年 3月上旬

令和7年 3月下旬
７

（２） 地域クラブ運営団体等の公募について



（１） 今後の方向性

（２） 地域展開のさらなる推進
■推進体制の強化 ⇒ 市の組織体制の強化を図り、取組を促進する。

■課題解決のための支援策の実施

令和７〜９年度の３か年を実証期間と位置づけ、これまでの保護者や運営団体等からの意見など、
さまざまな課題の解決を図りながら着実に取組を推進するとともに、地域展開の基盤を確立させる。

４ 今後の取組について

８

・できる限り低廉な会費
（経済的理由による体験格差の解消）

・活動場所までの移動手段

保護者等からの課題

・低廉な会費による持続可能な運営のための
経済的支援

運営団体等からの課題

【運営支援】
運営団体等の負担軽減を図るため、初期準備
に必要な経費について補助する。

【指導者支援】
低廉な会費とするために、公益性の高い地域
クラブ活動指導者に謝礼を支払う。

運営団体等への支援策
【移動支援】

スクールバス等を活用し送迎支援を行う。

保護者への支援策

※運営団体等へ支援することにより、低廉な
会費による保護者負担の軽減を図る。


